
西宮市在日外国人学校就学助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、外国人市民施策の一環として、在日外国人学校（教育長が特に認め

るものに限る。以下「学校」という。）に在学している学齢児童・生徒の保護者に対する

就学助成金（以下「助成金」という。）の交付について必要な事項を定める。 

（対象者及び金額） 

第２条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、前条の児童・生徒（以

下「児童等」という。）の保護者で市内に住所を有する者のうち、助成申請年度の前年の

所得が、別に定める所得基準に該当する者。 

２ 助成金の額は、児童等１人につき年額８５，０００円とする。 

（交付申請） 

第３条 保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書を市長に提

出しなければならない。 

（交付決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成金の交付の可否を決定し、その旨

を当該申請者に通知する。 

（交付） 

第５条 市長は、年額の助成金を一括交付する。 

（手続きの代理） 

第６条 児童等の在学する学校の学校長は、保護者に代わり、助成金の申請書の提出、受

領等に関する手続きを行うことができる。 

２ 前項に規定する手続きを行うときは、学校長は、保護者の委任を受けなければならな

い。 

（助成金に関する調査等） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた保護者に対し、受給

資格等助成金の交付について必要な事項を調査し、又は報告を求めることができる。 

（助成金の返還等） 

第８条 市長は、保護者が虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき

は、助成金交付の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、返還させるもの

とする。 

（適用基準日） 

第９条 この要綱は、毎年７月１日現在において、児童等及びその保護者が第１条及び第

２条第１項の要件を満たしている場合に限り適用する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。 



 

付 則 

  この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、平成１３年６月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、平成１４年６月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、平成１５年６月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、平成１６年６月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成１９年６月 1日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


